
吹田市の地域医療について 

資料３ 
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吹田市福祉保健部保健センター 
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•吹田市の地域医療について  吹田市の地域医療について 

 

 
１ 吹田市の人口動向等 
 

２ 高齢期に望む暮らし方 
 

３ 地域包括ケアシステムの構築 
 
４ かかりつけ医の定着促進 
 

５ 吹田市の医療施策の推進体制 

本日の内容 
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〇 1940年以降、本市の人口は増加し続け、1985年以降、2010年まではほぼ横ばい 
 
〇 国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の推計によると、2040年の本市人口は約31万人 

資料：平成22(2010)年まで「国勢調査」(総務省) 平成27(2015)年以降「日本の地域別将来推計人口(H25.3)」(社人研) ※社人研…国立社会保障・人口問題研究所 

１ 吹田市の人口動向等 
（１）総人口の推移、社人研による将来推計 
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誕生 

千里ニュータウン 
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日本万国博覧会 
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2010年（実績値） 35.6万人 
      ⇓ 30年間で4.6万人の減（▲13％） 
2040年（推計値） 31.0万人 
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〇 国勢調査によると、2000年以降、本市の生産年齢人口（15～64歳）は減少しはじめている 
 

〇 2025年には老年人口（65歳以上）が25％以上を占めることになる。 

１ 吹田市の人口動向等 
（２）年齢３区分別人口の推移 

資料：平成22(2010)年まで「国勢調査」(総務省) 
      平成27(2015)年以降「日本の地域別将来推計人口(H25.3)」(社人研) 

年齢３区分別人口の推移 年齢３区分別人口の割合の推移 
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１ 吹田市の人口動向等 
（３）高齢者人口の増加 

〇 2010年から2025年の15年間で、 
 ６５歳以上人口は約１．３倍、７５歳以上人口は約１．９倍に増加 

資料：大阪府「大阪府地域医療構想（案）（大阪府保健医療計画別冊）（平成28年）」をもとに吹田市で作成 6 
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資料：0歳以上75歳未満 吹田市国民健康保険被保険者一人当たり医療費（吹田市福祉保健部国民健康保険室）  
   75歳以上 大阪府後期高齢者医療広域連合被保険者一人当たり医療費（大阪府後期高齢者医療広域連合） 

１ 吹田市の人口動向等 
（４）吹田市における高齢者の医療費 
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〇 吹田市の一人当たりの医療費は、年齢が上がるほど高くなっている。 
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※資料：吹田市「第6期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成27年3月）」 
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非認定者 13.7 26.9 22.0 14.7 15.7 1.0 9.2 4.1

前回・非認定者 8.9 9.6 1.8 15.1 7.3

※前回の選択肢は、「自宅で介護をしてもらいながら暮らしたい」であった。

43.2　※

援助や介護が必要になった場合に望む暮らし方（非認定者） 

今後の介護の意向（認定者の主な介護者） 

9 

２ 高齢期に望む暮らし方 
（１）吹田市における援助や介護が必要になった場合に望む暮らし方   

〇 介護認定者の介護者も非認定者も今後自宅での介護を望んでいる人の割合が多い。 
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0.1％（診療所） 
0.3％（老健） 
1.7％（その他） 

5.2％（老人ホーム） 

15.9％（自宅） 

76.7％（病院） 

＜参考＞全国の死亡場所の推移 

※資料：厚生労働省「中央社会保険医療協議会総会（第185回） 
  （平成23年1月21日）資料」 

※資料：昭和36年～平成10年 大阪府「大阪府衛生年報」 
     平成11年～ 大阪府「人口動態統計データ（死亡）」 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%
病院 診療所 老人保健施設 助産所 老人ホーム 自宅 その他 

平成25年（2013年） 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

病院 

診療所 

老人保健施設 

助産所 

老人ホーム 

自宅 

その他 

※昭和４３～４５年 大阪市 

不詳のため大阪市以外の割合 

＜参考＞大阪府の死亡場所の推移 

昭和46年頃 昭和52年頃 

２ 高齢期に望む暮らし方 
（２）吹田市における死亡場所の推移   

〇 吹田市における死亡場所は病院が約８割を占める。 



※資料：昭和36年～平成10年 大阪府「大阪府衛生年報」 
     平成11年～ 大阪府「人口動態統計データ（死亡）」 

11 

平成25年（2013年） 
2,729人 

＜参考＞全国の死亡者数の推移 
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※資料：厚生労働省「中央社会保険医療協議会総会（第185回） 
  （平成23年1月21日）資料」 

２ 高齢期に望む暮らし方 
（３）吹田市における死亡者数の推移 
   〇 吹田市における死亡者数は近年増加傾向にある。 
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３ 地域包括ケアシステムの構築 
（１-１） 地域包括ケアシステムの概要   

13 ※資料：厚生労働省ホームページ 

○団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

○今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要です。

○人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要です。

地域包括ケアシステム



３ 地域包括ケアシステムの構築 
（１-２） 地域包括ケアシステムの概要   

14 ※資料：厚生労働省ホームページ 



                      【24年度要求額 ：１８０４百
万円 】 

○ 疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるためには、地域にお 

 ける医療・介護の関係機関（※）が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要 

 （※）在宅療養を支える関係機関の例 

   ・在宅療養支援診療所・歯科診療所等 （定期的な訪問診療等の実施） 

   ・在宅療養支援病院・診療所（有床診療所）等 （急変時に一時的に入院の受け入れの実施） 

   ・訪問看護事業所、薬局 （医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等） 

   ・介護サービス事業所 （入浴、排せつ、食事等の介護の実施） 

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するた

め、都道府県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域

の関係機関の連携体制の構築を図る。 

地域包括支援センター 

在宅療養支援診療所等 
患者 

   ・利用者 

在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等 

介護サービス事業所 

訪問診療 訪問看護等 

訪問診療 

介護サービス 

一時入院 
（急変時の一時受け入れ） 

連携 

訪問看護事業所、薬局等 

在宅医療・介護連携支援センター（仮称） 
（郡市区医師会等） 

関係機関の 
連携体制の 
構築支援 

都道府県・保健所 
後方支援、 
広域調整等 
の支援 

市町村 

・地域の医療・介護関係者による協議
の開催 

・医療・介護関係機関の連携促進 
・在宅医療に関する人材育成や普及啓
発 等 

15 ※資料：厚生労働省「全国介護保険担当課長会議資料（平成26年7月28日）」 

３ 地域包括ケアシステムの構築 
（１-３）在宅医療・介護連携の推進  



 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み
慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける
ことができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に
提供するため、平成30年(2018年)4月までに在宅医療・
介護連携推進事業を進めていきます。 

国が定める在宅医療・介護連携推進事業 
 ア 地域の医療・介護の資源の把握 
 イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 
 ウ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 
 エ 医療・介護関係者の情報共有の支援 
 オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 
 カ 医療・介護関係者の研修 
 キ 地域住民への普及啓発 
 ク 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

７ 吹田市の医療資源について 
 （６）   
３ 地域包括ケアシステムの構築 
（２-１）吹田市の在宅医療・介護連携推進事業   

16 ※資料：吹田市「平成27年度第2回吹田市福祉審議会資料（平成28年2月3日）」 



７ 吹田市の医療資源について 
 （６）   
３ 地域包括ケアシステムの構築 
（２-２）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会準備会【概要】   

17 ※資料：吹田市「平成27年度第2回吹田市福祉審議会資料（平成28年2月3日）」 

目的 
 在宅医療と介護の連携を促進するため、在宅医療・介護連携
の課題の抽出と対応策の検討及び地域の医療・介護の資源の把
握に向けた検討を行うことを目的とする。 

構成メンバー 

ア 学識経験者（3名） 
   吹田市医師会、吹田市歯科医師会、吹田市薬剤師会 
イ 医療機関（地域医療連携室）（3名） 
   市立吹田市民病院、大阪府済生会吹田病院、協和会病院 
ウ 介護保険サービス事業者（2名） 
   吹田市介護保険事業者連絡会 
    居宅介護支援事業者部会、訪問看護事業者部会 
エ 関係機関（1名）  
   大阪府吹田保健所 
オ 行政機関（市）（1名） 
   高齢福祉室 



７ 吹田市の医療資源について 
 （６）   
３ 地域包括ケアシステムの構築 
（２-３）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会準備会【開催状況】   

18 ※資料：吹田市「平成27年度第2回吹田市福祉審議会資料（平成28年2月3日）」 

  
日 程 主な議題 

第１回 
平成27年(2015年) 
10月１日（木） 

・在宅医療・介護連携における課題について 

第２回 11月12日（木） 
・在宅医療・介護連携の課題について 
・今後の対応策について 

第３回 
平成28年(2016年) 
１月21日（木） 

・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策に 
 ついて 
・地域の医療・介護の資源の把握に向けた検討 
 について 



７ 吹田市の医療資源について 
 （６）   
３ 地域包括ケアシステムの構築 
（２-４）(仮)吹田市在宅医療・介護連携推進協議会の設置   

19 ※資料：吹田市「平成27年度第2回吹田市福祉審議会資料（平成28年2月3日）」 

平成27年度(2015年度) 準備会 

在宅医療・介護連携における課題を抽出し、８つの在宅医療・介護連携 
推進事業に分けて整理。 
在宅医療・介護連携推進事業の進め方について検討。 
地域の医療・介護の資源を把握。 
それらを平成28年度(2016年度)設置予定の協議会へ引き継ぎ。 

平成28年度(2016年度) 協議会 

８つの在宅医療・介護連携推進事業の具体化に向けた検討 
在宅医療・介護連携にかかる市の方針についての検討 

吹田市域ケアネット実務者懇話会 作業部会に位置付け 



７ 吹田市の医療資源について 
 （６）   
３ 地域包括ケアシステムの構築 
（２-５）(仮)吹田市在宅医療・介護連携推進協議会【概要】 

20 ※資料：吹田市「平成27年度第2回吹田市福祉審議会資料（平成28年2月3日）」 

「吹田市域ケアネット実務者懇話会」 

目的 

 在宅医療と介護の連携の促進をめざし、在宅医療の現
状及び在宅療養を支援する介護保険サービスや在宅福祉
サービス等の現状について共通認識を深め、連携の方法
や取組等について検討、協議、進捗管理を行うことを目
的とする。 

構成メンバー 
（予定） 

 準備会とほぼ同じ構成とするが、協議会は各団体の代
表者で構成し、方向性を決める場とする。 
ア 学識経験者（3名） 会長または副会長 
イ 医療機関（地域医療連携室）（3名） 室長 
ウ 介護保険サービス事業者（4名） 
エ 関係機関（1名）  
オ 行政機関（市）（1名） 

従来から行っている懇話会を実務担当者での話し合いの場とする 

報告 同協議会作業部会として位置付け 



７ 吹田市の医療資源について 
 （６）   
３ 地域包括ケアシステムの構築 
（２-６）(仮)吹田市在宅医療介護多職種連携研修会 

21 ※資料：吹田市「平成27年度第2回吹田市福祉審議会資料（平成28年2月3日）」 

目的 

 医療と介護の支援を受けながら、在宅で療養する高齢者を
支援する多機関の専門職が、合同で研修を受講することによ
り、専門職間の顔の見える関係づくりを進め、在宅医療の推
進および在宅医療・介護連携の促進を図ります。 

対象者  医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、介護支援専門員等 
 在宅医療、在宅ケア関係者 

内容 
  

 在宅医療・介護連携推進に係るテーマに沿った講義と 
 グループワーク 

過去の経緯 

 平成25年度（2013年度） 
  大阪府吹田保健所主催で実施 
 平成26年度（2014年度） 
  吹田市医師会主催で実施 

※詳細な内容等については協議会で検討予定 

平成28年度(2016年度)から実施予定 



７ 吹田市の医療資源について 
 （６）   
３ 地域包括ケアシステムの構築 
（２-７）吹田市の在宅医療・介護連携推進事業（例）  

22 ※資料：吹田市「平成27年度第2回吹田市福祉審議会資料（平成28年2月3日）」 

（東淀川区の参考例） 

※詳細な内容等については 
 協議会で検討予定 

地域住民への普及啓発のための 
リーフレットを平成28年度(2016年度)に作成・配布予定 



７ 吹田市の医療資源について 
 （６）   
３ 地域包括ケアシステム 
（２-８）吹田市の在宅医療・介護連携推進事業 スケジュール（予定） 

23 ※資料：吹田市「平成27年度第2回吹田市福祉審議会資料（平成28年2月3日）」 

時 期 内 容 

平成28年(2016年) 
 6月 

第1回(仮)吹田市在宅医療・介護連携推進協議会 
開催予定 
 →平成28年度(2016年度)は2回開催予定 

 8月 
吹田市域ケアネット実務者懇話会 
（同協議会作業部会）開催予定 
 →平成28年度(2016年度)は2回開催予定 

平成29年(2017年) 
 1月 

(仮)吹田市在宅医療介護多職種連携研修会 開催予定 
 →実行委員会は3回開催予定 

平成28年度(2016年度)中 
地域住民への普及啓発のためのリーフレット 
 作成・配布予定 

平成30年(2018年) 
 4月 

すべての在宅医療・介護連携推進事業を実施 



24 ※資料：吹田市医師会「吹田市医師会報 No.527 2014.4.28」をもとに吹田市で編集 
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受けない 

昼間だけの訪問診療なら受ける。 

緊急の往診は原則しない 

定期的に訪問診療を行い、 

昼間であれば緊急の往診もする 

定期的に訪問診療を行い、 

夜間でも緊急の往診もする 

定期的に訪問診療を行い、 

夜間でも緊急の往診・看取りまで行う 

特定の専門分野のみ対応 

（１） 今後、病院などから新しい在宅の患者が紹介されれば受けるか。 

人数 

  （人） 

（人） 

８ 在宅医療・介護連携の推進について 
 （５）（仮）吹田市在宅医療介護多職種連携研修会   
３ 地域包括ケアシステムの構築 
（３-１）医療現場の課題－在宅医療実態調査アンケート①  

〇吹田市医師会での在宅医療に関するアンケートでは、約５割の医師が、新たに在宅の
患者を受けることが困難であると答えている。   
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外来診療が忙しい 

自宅が、自院と離れており時間外の対応が困難 

外来診療時間中に連絡があっても対応できない 

夜間・休日の対応が困難 

夏休み・年末年始の休み等の対応が困難 

看取りの対応が困難 

在宅医療のやり方がわからない 

在宅医療をする自信がない 

在宅医療で購入する医療材料が無駄が多くなる 

入院先を見つけるのが困難 

（２） 在宅医療を行ううえで障害になっていると考えられる項目（複数回答可） 

人数 

25 
※資料：吹田市医師会「吹田市医師会報 No.527 2014.4.28」をもとに吹田市で編集 

（人） 

８ 在宅医療・介護連携の推進について 
 （５）（仮）吹田市在宅医療介護多職種連携研修会   
８ 在宅医療・介護連携の推進について 
 （５）（仮）吹田市在宅医療介護多職種連携研修会   

３ 地域包括ケアシステムの構築  

（３-２）医療現場の課題－在宅医療実態調査アンケート②  



26 

•吹田市の地域医療について  吹田市の地域医療について 

 

１ 吹田市の人口動向等 
 

２ 高齢期に望む暮らし方 
 

３ 地域包括ケアシステムの構築 
 

４ かかりつけ医の定着促進 
 

５ 吹田市の医療施策の推進体制 



第２部 社会保障４分野の改革 
Ⅱ 医療・介護分野の改革 
１ 改革が求められる背景と社会保障制度改革国民会議の使命 
（３）改革の方向性 
① 基本的な考え方 

医療改革は、提供側と利用者側が一体となって実現されるものである。患者のニーズに見合った医療を提供
するためには、医療機関に対する資源配分に濃淡をつけざるを得ず、しかし、そこで構築される新しい提供体制
は、利用者である患者が大病院、重装備病院への選好を今の形で続けたままでは機能しない。さらにこれまで、
ともすれば「いつでも、好きなところで」と極めて広く解釈されることもあったフリーアクセスを、今や疲弊おびただ
しい医療現場を守るためにも「必要な時に必要な医療にアクセスできる」という意味に理解していく必要がある。
そして、この意味でのフリーアクセスを守るためには、緩やかなゲートキーパー機能を備えた「かかりつけ医」の
普及は必須であり、そのためには、まず医療を利用するすべての国民の協力と、「望ましい医療」に対する国民
の意識の変化が必要となる。 

 
２ 医療・介護サービスの提供体制改革 
（４）医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構築 

この地域包括ケアシステムは、介護保険制度の枠内では完結しない。例えば、介護ニーズと医療ニーズを併
せ持つ高齢者を地域で確実に支えていくためには、訪問診療、訪問口腔ケア、訪問看護、訪問リハビリテーショ
ン、訪問薬剤指導などの在宅医療が、不可欠である。自宅だけでなく、高齢者住宅に居ても、グループホームや
介護施設その他どこに暮らしていても必要な医療が確実に提供されるようにしなければならず、かかりつけ医の
役割が改めて重要となる。 

 27 

４ かかりつけ医の定着促進  
（１）地域包括ケアシステムの構築におけるかかりつけ医の重要性   

※資料：「社会保障制度改革国民会議 報告書（抄）」（平成25年8月） 

〇医療政策の大きな方向性としても、地域包括ケアシステムのネットワーク構築に、 
「かかりつけ医」の普及やその役割が重視されている。   
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かかりつけ医に診てもらうことが多い

かかりつけ医はいるが、自分の判

断で大きな病院に行くことが多い かかりつけ医はいない

無回答

28 
※資料：吹田市「第６期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成27年3月）」 

76.4% 

〇 吹田市の高齢者では、 
 ・かかりつけ医がいると答えた人の割合は、全体の７割を超えるが、その中にも   
  大病院指向の人が一定数いるほか、 
 ・かかりつけ医がいないと答えた人も約２割いる。 

４ かかりつけ医の定着促進  
（２）吹田市におけるかかりつけ医とのかかわり状況  
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•吹田市の地域医療について  吹田市の地域医療について 

 

１ 吹田市の人口動向等 
 

２ 高齢期に望む暮らし方 
 

３ 地域包括ケアシステムの構築 
 

４ かかりつけ医の定着促進 
 

５ 吹田市の医療施策の推進体制 



   
５ 吹田市の医療施策の推進体制 
（１）健康医療部の創設（平成２８年４月）   

 健康医療部 

 保健センター 

 北大阪健康医療都市推進室 

 国民健康保険室 

休日急病診療所 

 地域医療推進室 

都市整備部から吹田操車場跡地 
まちづくり室を移管・名称変更  

福祉保健部から国民健康保険室
及び保健センターを移管  

地域医療推進室を新設し、 
福祉保健部から休日急病 
診療所を移管 

30 



吹田市事務分掌規則（平成24年２月24日制定）一部改正案 
  
（健康医療部の分掌事務） 

第１３条 健康医療部地域医療推進室の分掌する事務は、別に定めがあるものを除くほか、
おおむね次のとおりとする。 

⑴ 医療に係る施策の企画、調整及び推進に関する事項 

⑵ 保健医療団体との医療に係る連絡に関する事項（他の課等の所管するものを除く。） 

⑶ 地方独立行政法人市立吹田市民病院との連絡に関する事項 

 

⑹ 医療審議会に関する事項 

⑺ 地方独立行政法人市立吹田市民病院評価委員会に関する事項 

 

⑽ 休日急病診療所との連絡に関する事項 

 

 

   
５ 吹田市の医療施策の推進体制 
（２）健康医療部地域医療推進室の創設（平成２８年４月）   

31 

規則改正案タイトルを 
行革担当に確認中 

…
 

…
 

…
 



   
５ 吹田市の医療施策の推進体制 
（３）３つの会議の関係性   

32 

  地域医療構想策定に係る協議

　地域ごとの病床機能別医療提供計画＋在宅医療促進計画

医療圏

医療

・介護

二次

医療圏

吹田市

医療 介護

大阪府豊能保健医療協議会

（仮）吹田市在宅医療・介護連携推進協議会

吹田市地域医療

推進懇談会

国が定める在宅医療・介護連携推進事業 
 １ 地域の医療・介護の資源の把握 
 ２ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 
 ３ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 
 ４ 医療・介護関係者の情報共有の支援 
 ５ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 
 ６ 医療・介護関係者の研修 
 ７ 地域住民への普及啓発 
 ８ 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

吹田市の地域医療の向上と連携 

 １在宅医療推進の環境づくり 

  ２かかりつけ医等の定着 
  

 


